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島根県知事　丸　山　達　也　　

級及び職制上の段階ごとの職員数（令和７年４月１日現在。企業局及び病院局を除く。）

１　行政職給料表

級 級別基準職務表に規定

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 主事又は技師の職務 634 15.7 主事 270 541 13.4 主事・主任主

技師 176 事級

農業普及員 3

児童指導技師 2

児童心理司 2

児童自立支援員 3

心理判定員 1

職業訓練指導員 1

学校司書 2

司書 1

係員 79

書記 1

主事（学校事務） 93 93 2.3 主事級

計 634

２級 主任主事又は主任技師の職務 470 11.7 主任主事 260 429 10.6 主事・主任主

主任技師 143 事級

農業普及員 10

林業普及員 2

水産業普及員 2

児童心理司 5

児童自立支援員 1

職業訓練指導員 1

学校司書 2

司書 1

企業診断員 1

心理支援員 1

主任主事（学校事務） 41 41 1.0 主任主事級

計 470

３級 係長又は主任の職務 1,074 26.7 主任 645 950 23.6 係長級

係長 153

主査 19

主任農業普及員 45

主任林業普及員 10

主任水産業普及員 5

主任児童心理司 6

児童指導主任 2

　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第58条の３第２項の規定により、級及び職制上の段階ごとの職員数を次のとお

り公表する。

合計 内訳 職制上の段階

　　令和８年２月27日
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主任児童自立支援員 7

主任家庭支援員 1

主任心理判定員 1

主任企業診断員 1

助教 5

主任職業訓練指導員 3

主任学校司書 7

主任司書 5

専門官 32

主任書記 3

主任（学校事務） 124 124 3.1 主任級

計 1,074

４級 １　困難な業務を所掌する係長の 539 13.4 係長 283 511 12.7 困難係長級

　職務 主幹 201

２　主幹の職務 専門農業普及員 6

３　事務主幹の職務 専門林業普及員 1

児童自立支援専門員 1

講師 2

職業訓練指導専門員 7

学校司書専門員 8

主任書記 1

精神保健福祉専門員 1

事務主幹 28 28 0.7 事務主幹級

計 539

５級 １　本庁の課長補佐の職務 759 18.8 副主査 23 23 0.6 困難係長級

２　地方機関の課長の職務 課長補佐 320 690 17.1 課長補佐級

３　企画幹の職務 課長代理 12

４　事務リーダーの職務 副政策企画監 4

副指導監査監 2

副団体検査監 2

課長（地方機関） 277

林業普及専門幹 1

准教授 6

企画幹 55

所長 1

副監査監 1

課長（署） 5

主席農業普及員 4

事務リーダー 46 46 1.1 事務リーダー

計 759 級

６級 １　本庁の課長の職務 456 11.3 課長（本庁） 66 472 11.7 課長級

２　地方機関の長の職務 政策企画監 2

３　調整監の職務 管理監 16

室長 44

センター長 5

管理所長 3

上席調整監 15
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政策調整監 2

徴収対策監 1

統括指導監査監 1

指導監査監 1

団体検査監 4

統括林業普及員 1

統括技術専門監 1

上席技術専門監 4

技術専門監 13

統括出納監察監 1

出納監察監 1

副センター長 1

統括防災危機対策監 1

調整監 75

部長（地方機関） 75

校長 3

副校長 3

統括調整監 7

事業所長 4

特別調査監 1

事務所長 8

所長 12

副所長 11

園長 1

副園長 1

分室長 1

教授 4

教頭 1

事務長 47

監査監 7

監査官 1

管理官 7

主査 2

局長 2

計 456

７級 困難な業務を所掌する本庁の課長 27 0.7 課長（本庁） 13

の職務 政策企画監 1

課長（本部） 2

次長 3 11 0.3 次長級

参事 2

所長 3

局長 1

校長 1

施設装備統括官 1

計 27

８級 １　本庁の次長の職務 45 1.1 参事 1 1 0.0 課長級

２　困難な業務を所掌する地方機 次長 19 44 1.1 次長級
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　関の長の職務 参事 5

３　参事の職務 局長 3

スポーツ振興監 1

所長 13

副館長 1

副センター長 1

館長 1

計 45

９級 １　本庁の部長の職務 26 0.6 部長（本庁） 8 26 0.6 部長級

２　理事の職務 理事 2

３　会計管理者の職務 政策企画局長 1

４　特に困難な業務を所掌する地 会計管理者 1

　方機関の長の職務 女性活躍推進統括監 1

５　技監の職務 技監 1

所長 5

支庁長 1

局長 3

副教育長 1

教育監 1

館長 1

計 26

合計 4,030 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

２　公安職給料表

級 級別基準職務表に規定

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 １　係員の職務 185 12.3 係員 183 374 24.8 巡査

２　初任科生の職務 隊員 2

計 185

２級 高度の知識又は経験を必要とする 193 12.8 係員 177

係員の職務 隊員 12

係員 4 251 16.7 巡査部長

計 193

３級 主任の職務 350 23.2 主任 247

主任 103 106 7.0 巡査

計 350

４級 １　係長の職務 380 25.2 主任 1

２　専務員の職務 専務員 2

専務員 160 160 10.6 巡査部長

係長 193 217 14.4 警部補

班長 3

副隊長 1

教官 8

交番所長 9

通信副指令長 3

計 380

合計 内訳 職制上の段階
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５級 １　本部の課の次長の職務 213 14.1 専務指導員 12 12 0.8 巡査部長

２　本部の課長補佐の職務 専務官 134 139 9.2 警部補

３　警察署の次長又は課長の職務 教官 1

４　専務官の職務 交番所長 4

５　専務指導員の職務 指導官 8 62 4.1 警部

課長補佐 12

室長補佐 8

隊長 1

通信指令長 2

分駐隊長 1

課長（署） 29

交番所長 1

計 213

６級 １　困難な業務を所掌する本部の 117 7.8 専務指導官 26 26 1.7 警部補

　課の次長の職務 課長補佐 33 91 6.0 警部

２　困難な業務を所掌する本部の 室長補佐 9

　課長補佐の職務 通信指令長 1

３　困難な業務を所掌する警察署 副所長 1

　の次長又は課長の職務 副隊長 3

４　専務指導官の職務 次長（署） 13

課長（署） 26

交番所長 4

主任教官 1

計 117

７級 １　本部の課長の職務 46 3.1 課長（本部） 12 68 4.5 警視

２　警察署の長の職務 監察官 1

３　監察官の職務 調査官 6

管理官 2

情報対策官 1

室長 6

所長 1

隊長 4

検視官 2

副署長 9

地域官 2

計 46

８級 １　本部の部長の職務 13 0.9 参事官 4

２　困難な業務を所掌する本部の 課長（本部） 2

　課長の職務 署長 7

３　困難な業務を所掌する警察署

　の長の職務 計 13

９級 １　困難な業務を所掌する本部の 9 0.6 参事官 4

　部長の職務 校長 1

２　特に困難な業務を所掌する警 署長 4

　察署の長の職務 計 9

合計 1,506 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。
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３　海事職給料表

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 １　中型船舶（１種）の甲板員の 18 39.1 機関員 5 22 47.8 主事・主任主

　職務 甲板員 9 事級

２　中型船舶（１種）の各長又は 司厨員 2

　機関員若しくは通信士の職務 冷凍長 1

３　中型船舶（２種）の各長又は 通信士 1

　通信士若しくは各員の職務

４　小型船舶の通信士又は各員の

　職務 計 18

２級 １　中型船舶（１種）の二等航海 4 8.7 機関士 2

　士若しくは甲板長又は困難な業 甲板員 1

　務を処理する甲板員の職務 機関員 1

２　中型船舶（１種）の二等機関

　士、船舶通信士、操舵長、操機

　長、冷凍長、司厨長若しくは倉

　庫長又は困難な業務を処理する

　機関員若しくは通信士の職務

３　中型船舶（２種）の一等航海

　士、一等機関士若しくは通信長

　（以下「一等航海士等」とい

　う。）若しくは航海士、機関士

　若しくは船舶通信士（以下「航

　海士等」という。）若しくは各

　長又は困難な業務を処理する通

　信士若しくは各員の職務

４　小型船舶の船長、機関長若し

　くは各長又は困難な業務を処理

　する通信士又は各員の職務 計 4

３級 １　中型船舶（１種）の一等航海 16 34.8 一等機関士 1 16 34.8 係長級

　士又は困難な業務を処理する二 一等航海士 2

　等航海士若しくは甲板長の職務 通信長 2

２　中型船舶（１種）の一等機関 二等機関士 1

　士若しくは通信長又は困難な業 二等航海士 2

　務を処理する二等機関士、船舶 航海士 2

　通信士、操舵長、操機長、冷凍 甲板長 1

　長、司厨長若しくは倉庫長の職 操舵長 1

　務 司厨長 1

３　中型船舶（２種）の船長若し 船長 2

　くは機関長又は困難な業務を処 倉庫長 1

　理する一等航海士等、航海士等

　若しくは各長の職務

４　小型船舶の困難な業務を処理

　する船長若しくは機関長又は各

　長の職務 計 16

合計 職制上の段階
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４級 １　中型船舶（１種）の船長若し 8 17.4 一等機関士 1 8 17.4 課長補佐級

　くは機関長又は困難な業務を処 一等航海士 1

　理する一等航海士の職務 機関長 3

２　中型船舶（１種）の困難な業 船長 3

　務を処理する一等機関士又は通

　信長の職務

３　中型船舶（２種）の困難な業

　務を処理する船長又は機関長の

　職務 計 8

５級 中型船舶（１種）の困難な業務を 0 0.0 0

処理する船長又は機関長の職務 計 0

合計 46 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

４　研究職給料表

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 研究員又は研究補助員の職務 5 2.1 研究員 5 52 21.7 主事・主任主

計 5 事級

２級 係長若しくは主任研究員又は高度 105 43.8 学芸員 4

の知識若しくは経験に基づき研究 研究員 40

を行う研究員の職務 主任研究員 3

主任学芸員 4 58 24.2 係長級

主任研究員 54

計 105

３級 １　試験研究機関の科長の職務 109 45.4 専門学芸員 12 52 21.7 困難係長級

２　主席研究員の職務 専門研究員 37

３　困難な業務を所掌する係長の 係長 3

　職務 科長 35 57 23.8 課長補佐級

４　専門研究員の職務 課長 6

課長補佐 2

主席研究員 13

副所長 1

計 109

４級 １　試験研究機関の長の職務 21 8.8 センター長 1 21 8.8 課長級

２　試験研究機関の部長の職務 部長 12

研究調整監 2

調整監 3

所長 1

副所長 1

研究統括監 1

計 21

５級 困難な業務を所掌する試験研究機 0 0.0 0

関の長の職務 計 0

合計 240 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

合計 職制上の段階
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５　医療職給料表⑴

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医員の職務 13 19.1 医療専門員 13 14 20.6 主事・主任主

計 13 事級

２級 １　保健所の医長の職務 22 32.4 医療専門員 1

２　係長の職務 医療専門員 21 21 30.9 係長級

計 22

３級 １　保健所の部長の職務 18 26.5 医療専門幹 16 16 23.5 困難係長級

２　本庁の課長補佐の職務 医療専門幹 1 1 1.5 課長補佐級

３　地方機関の課長の職務 所長 1 1 1.5 課長級

４　困難な業務を所掌する係長

　の職務 計 18

４級 １　保健所の所長の職務 15 22.1 医療専門幹 4 4 5.9 課長補佐級

２　参事の職務 所長 5 6 8.8 課長級

３　本庁の課長の職務 医療調整監 1

４　地方機関（保健所を除く。） 参事 2 4 5.9 次長級

　の所長の職務 所長 1

医療統括監 1

医療統括監 1 1 1.5 部長級

計 15

合計 68 100.0

６　医療職給料表⑵

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 １　診療放射線技師、栄養士又は 17 14.5 学校栄養士 17 32 27.4 主事・主任主

　歯科衛生士の職務 事級

２　臨床検査技師の職務

３　学校栄養士の職務 計 17

２級 １　薬剤師又は獣医師の職務 15 12.8 薬剤師 5

２　高度の技術又は経験を必要と 獣医師 5

　する診療放射線技師、臨床検査 臨床検査技師 3

　技師、栄養士又は歯科衛生士の 管理栄養士 2

　職務

３　高度の技術又は経験を必要と

　する学校栄養士の職務 計 15

３級 １　係長又は主任の職務 15 12.8 係長 1 30 25.6 係長級

２　主任学校栄養士の職務 薬剤主任 2

主任獣医師 7

診療放射線主任 2

臨床検査主任 1

管理栄養主任 1

歯科衛生主任 1

計 15

合計 職制上の段階

職制上の段階合計
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４級 １　やや困難な業務を所掌する係 15 12.8 係長 4

　長の職務 薬剤主任 2

２　高度の技術又は経験を必要と 主任獣医師 5

　する主任の職務 臨床検査主任 2

３　高度の技術又は経験を必要と 管理栄養主任 2

　する主任学校栄養士の職務 計 15

５級 １　本庁の課長補佐又は保健所の 43 36.8 係長 7 15 12.8 困難係長級

　課長の職務 主幹 8

２　地方機関（保健所を除く。） 課長補佐 8 28 23.9 課長補佐級

　の課長の職務 課長 17

３　困難な業務を所掌する係長の 企画幹 3

　職務

４　主幹の職務

５　専門員の職務

６　学校栄養主幹の職務 計 43

６級 地方機関の長の職務 12 10.3 所長 1 12 10.3 課長級

部長 9

調整監 2

計 12

７級 困難な業務を所掌する地方機関の 0 0.0 0

長の職務 計 0

合計 117 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

７　医療職給料表⑶

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 准看護師の職務 0 0.0 0 42 40.8 主事・主任主

計 0 事級

２級 １　保健師又は看護師の職務 28 27.2 保健師 27

２　高度の技術又は経験を必要と 看護師 1

　する准看護師の職務 計 28

３級 １　係長、主任保健師若しくは主 26 25.2 保健師 12

　任看護師の職務又は高度の技術 看護師 2

　若しくは経験を必要とする保健 主任保健師 12 28 27.2 係長級

　師若しくは看護師の職務

２　准看護師主任の職務

３　特に高度の技術又は経験を必

　要とする准看護師の職務 計 26

４級 １　困難な業務を所掌する係長の 25 24.3 主任看護師 2

　の職務 主任保健師 11

２　主幹の業務 係長 3

３　やや困難な業務を所掌する係 係長 4 9 8.7 困難係長級

　長の職務 主幹 5

４　高度の技術又は経験を必要と

　する主任保健師及び主任看護師

　の職務

合計 職制上の段階
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５　高度の技術又は経験を必要と

　する准看護師主任の職務 計 25

５級 １　本庁の課長補佐又は保健所の 19 18.4 課長補佐 8 19 18.4 課長補佐級

　課長の職務 課長 8

２　看護師長の職務 副看護師長 2

３　地方機関（保健所を除く。） 看護師長 1

　の課長の職務 計 19

６級 本庁の課長の職務 5 4.9 調整監 2 5 4.9 課長級

統括保健指導監 1

部長 2

計 5

７級 困難な業務を所掌する本庁の課長 0 0.0 0

の職務 計 0

合計 103 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

８　高等学校等教育職給料表

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 高等学校又は特別支援学校の助教 502 19.7 実習助手 103 2,397 94.0 教諭級

諭、養護助教諭、講師、実習助手 寄宿舎指導員 47

又は寄宿舎指導員の職務 講師 333

養護助教諭 19

計 502

２級 １　指導主事又は社会教育主事の 1,895 74.3 指導主事 56

　職務 教諭 1,677

２　高等学校又は特別支援学校の 養護教諭 54

　教諭、養護教諭、栄養教諭、実 栄養教諭 4

　習主任又は主任寄宿舎指導員の 実習主任 66

　職務 主任寄宿舎指導員 38

計 1,895

特２級１　やや困難な指導業務を行う指 25 1.0 主幹教諭 25 25 1.0 主幹教諭級

　導主事又は社会教育主事の職務

２　高等学校又は特別支援学校の

　主幹教諭の職務 計 25

３級 １　困難な指導業務を行う指導主 72 2.8 指導主事 7 72 2.8 教頭級

　事又は社会教育主事の職務 教頭 65

２　高等学校又は特別支援学校の

　教頭の職務 計 72

４級 １　特に困難な指導業務を行う指 56 2.2 指導主事 9 56 2.2 校長級

　導主事又は社会教育主事の職務   校長 47

２　高等学校又は特別支援学校の

　校長の職務 計 56

合計 2,550 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

合計 職制上の段階
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９　中学校・小学校等教育職給料表

級 級別基準職務表に規定 内訳

する基準となる職務　 （人）（％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 中学校、小学校又は義務教育学校 378 7.7 講師 322 4,243 86.5 教諭級

の助教諭、養護助教諭又は講師の 養護助教諭 56

職務 計 378

２級 １　指導主事又は社会教育主事の 3,865 78.8 指導主事 79

　職務 社会教育主事 38

２　中学校、小学校又は義務教育 教諭 3,430

　学校の教諭、養護教諭又は栄養 養護教諭 273

　教諭の職務 栄養教諭 45

計 3,865

特２級１　やや困難な指導業務を行う指 60 1.2 主幹教諭 55 60 1.2 主幹教諭級

　導主事又は社会教育主事の職務 指導主事 5

２　中学校、小学校又は義務教育

　学校の主幹教諭の職務 計 60

３級 １　困難な指導業務を行う指導主 310 6.3 指導主事 20 310 6.3 教頭級

　事又は社会教育主事の職務 社会教育主事 8

２　中学校、小学校又は義務教育 教頭 282

　学校の教頭の職務 計 310

４級 １　特に困難な指導業務を行う指 293 6.0 指導主事 18 293 6.0 校長級

　導主事又は社会教育主事の職務 社会教育主事 4

２　中学校、小学校又は義務教育 校長 271

　学校の校長の職務 計 293

合計 4,906 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

合計 職制上の段階
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